
北海道情報大学における 

教育研究上の目的に関する規程 

 

 

（趣 旨） 

第１条 この規程は、大学設置基準第２条の規定に基づき、北海道情報大学総合情報学部、通信

教育部総合情報学部、医療情報学部及び情報メディア学部における人材の養成に関する目的そ

の他の教育研究上の目的を明確にし、体系的な教育課程を提供することについて定めるものと

する。 

 

（総合情報学部の目的） 

第２条 総合情報学部の目的は、次のとおりとする。 

社会や企業を動かす情報システムの企画・構築・運用には、情報の技術のみならず、経営分野

の知識・技能が必要とされている。そのような必要性に応えるため、情報処理の知識・技術を

核として、専門領域（経営、システム）に関わる実践的な力を備え、同時に、幅広い教養・感

受性・モラル・コミュニケーション能力を備えた人材を育成するための教育・研究を推進する。 

 

各学科については、次のとおりとする。 

学  科  名 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的 

経営情報学科 ○学科の理念 

21 世紀の企業は、ICT（情報通信技術）や IoT（モノのインター

ネット）を利用して、人間の行動や自然現象に関するデータを

瞬時に収集・分析し、そこから経済的な価値を引き出して、企業

の付加価値を高めるデジタルビジネスを展開している。企業を

成長・発展させるためには、経営と ICT や IoT との関係を適切

に捉えることが大切である。当学科では、経営学と情報技術の

基本的な原理及び知識を修得するとともに、それらを利用して

企業や社会における問題を発見し、解決できる人材を育成する。 

○教育目標 

本学の教育目的に準じ、各学年のゼミナールで学生の個性を引

き出しながら、経営学と情報学との融合の観点から基本から発

展までの知識を修得し、問題の発見・解決・提案に必要な能力を

育成する。 

①経営学の基礎知識とビッグデータを活用する実践的な手法やス

キルの修得を通して、デジタルビジネスの仕組みを学び、業務・

組織の改革を推進できる人材の育成 

②地域ブランドづくり、地域振興プランづくり、商店街活性化の

検討など、地域社会との連携を深め、地域に貢献できる人材の

育成 

③少人数による各学年のゼミ教育及びノート PC 等の利用によっ

て主体的に考えることができる人材の育成 

システム情報学科 ○学科の理念 

社会のすべての分野で ICT（情報通信技術）はコア・テクノロジ

ーとして重要な位置付けになっている。そして、ICT の普及によ

り従来人が行っていた多くの仕事が機械化されるようになり、

応用力、創造力、発想力などの問題発見・解決に必要な能力がよ

り一層求められるようになってきている。当学科は、情報科学

の深い知識を修得するとともに、それらの知識を応用して物事

を正しく分析し、新しいことを提案できる能力などを身に付け



て、多種多様な応用分野でその中心を担い得る高度な情報シス

テムエンジニアを育成する。 

○教育目標 

本学の教育目的に準じ、情報科学、宇宙情報、システム開発に関

する基本的な知識を修得させるとともに、ゼミナールや演習系

の科目においては、それらを応用しながら、問題発見・解決に必

要な能力を磨けるよう教育する。 

①情報科学、宇宙情報、システム開発に関する基本的な知識を修

得する重要性を自覚させ、演習を繰りかえすことでそれらの知

識の定着を図る。 

②次のような能力やスキルをゼミナール、プロジェクト系科目な

どで育成する。 

・基本的な知識をもとに、問題を発見し、解決案を提案できる

能力 

・情報技術を使って分析を行い、結論に至る過程を論理的に説

明できる能力 

・自分の考えをわかりやすく人に伝える表現力 

③学んだ知識を確認するために、資格取得を支援する。 

 

（通信教育部総合情報学部の目的） 

第３条 通信教育部総合情報学部の目的は、次のとおりとする。 

社会や企業を動かす情報システムの企画・構築・運用には、情報の技術のみならず、経営分野

の知識・技能が必要とされている。そのような必要性に応えるため、情報処理の知識・技術を

核として、専門領域（経営、システム）に関わる実践的な力を備え、同時に、幅広い教養・感

受性・モラル・コミュニケーション能力を備えた人材を育成するための教育・研究を推進する。 

 

各学科については、次のとおりとする。 

学  科  名 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的 

経営情報学科 いま社会で注目を集めている e-ビジネスに着目し、インターネッ

トを活用した新しいビジネスの構築、ネットワークの理解と創造

が行えるとともに、ネットワークによって可能になる海外進出の

ためのコミュニケーション能力を身に付けた人材を育成する。 

システム情報学科 社会で求められている ICT 人材、すなわち企業の経営活動を理解

し、最先端の情報技術を駆使して、未来の暮らしを豊かにする ICT

技術者を育成する。 

 

（医療情報学部の目的） 

第４条 医療情報学部の目的は、次のとおりとする。 

幅広い教養、専門性の高い医学・医療情報の知識、実践的な高度情報処理や生命維持管理に関

する技術を身に付けるための教育訓練プログラムを通し、医療分野における専門職業人として

の技術を身に付けるだけでなく、主体的な行動力・判断力・思考能力を養うための教育・研究

を推進する。 

 

医療情報学科各専攻については、次のとおりとする。 

学科名・専攻名 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的 

医療情報学科 

医療情報専攻 

○専攻の理念 

生活習慣病の増加及び少子高齢化に伴い、医療の重要性がます

ます注目される我が国において、医療の崩壊を防ぎ、質の高い

医療サービスを提供することは、今後の医療を支えるうえで重



要な課題である。そのためには、診療情報及び医療情報におけ

る技術開発、さらには健康と人間生活との関わりをより深く理

解することが必要である。これらの課題を解決するために、社

会のニーズに合った教育プログラムを通して、専門性の高い医

学・診療情報・医療情報・健康科学などの医療分野及び高度な情

報処理などの知識と情報技術の修得を目指す。さらに、併設の

健康情報科学研究センターによる実践的学習、病院での現場実

習などを取り入れて、主体的な行動力・判断力・学習能力・思考

能力を養う教育を実施する。幅広い診療情報・医療情報・健康情

報に関する知識を実践し、医療と情報を共にマネジメントでき

今後の医療業界をリードする高度な医療人材を育成する。 

○教育目標 

医療をとりまく環境は急激に変化している。また、医学・医療・

健康分野のカバーする領域は多岐にわたり、かつ、ますます細

分化されつつある。 

こうした状況の中、学生の興味・関心への対応及び効率的・体系

的な教育を行い、次のような人材を養成する。 

①医療情報分野への強い興味と探求心を持つとともに、医療情報

コミュニケーション技術を修得し、医療分野において貢献する

意欲のある人材 

②医療ネットワークや医療情報システムに精通し、医療をとりま

く環境や安全の改善に意欲のある人材 

③医学医療・健康、食品、栄養に関わる専門的知識を有し、食と健

康に関わる広範な知識を正しく伝えることのできる人材 

④情報処理技術、データサイエンス分野の実践的技術を身につけ、

地元の食と健康にまつわる様々な問題の発見やその解決に貢献

できる人材 

⑤医学・医療及び健康に関わる専門知識や医療人として持つべき

正しい倫理観を身につけつつ、情報処理や数理解析等の実践的

技術に精通し、この技術を用いて医学・医療・健康上の様々な問

題点を発見し解決することで人類の福祉に貢献しようとする意

思を持つ人材 

医療情報学科 

臨床工学専攻 

○専攻の理念 

安全かつ高度な医療を継続して提供することは、国民の健康維

持及び増進にとって重要な課題である。そのためには、医療機

器の開発と高度化は欠かせませんが、同時にシステムの高度化、

多様化が一段と進み、その運用、管理、安全に必要とされる知識

と技術の修得が必須となっている。これらの課題を解決するた

めに、専門性の高い臨床工学・医学などの医療分野を学び、さら

に本学独自の高度情報処理技術を修得し、医療安全に対する高

い意識を持つ臨床工学技士の育成を目指す。さらに、医療の現

場では、専門的な知識のもと的確な判断と迅速な行動がなされ

るように主体的な行動力・的確な判断力・継続する学習能力・柔

軟な思考能力を養う教育を実践し、今後の臨床工学分野をリー

ドできる人材を育成する。 

○教育目標 

臨床工学専攻においては臨床工学及び情報の修得を目標として

次のような人材を養成する。 

①豊かな人間性を備え、病者の痛みがわかる医療人材 



②多種多様な医療機器の原理を理解し、保守管理ができる人材 

③人体の機能構造を理解し、安全かつ効果的な医療機器の運用が

できる人材 

④高度化・多様化する医療技術に対応できる基礎的知識と技術を

有し、かつ、チーム医療の一員として円滑で効果的な医療を推

進する意欲がある人材 

⑤医療情報技術を駆使し安全に病院内における医療機器管理がで

きる臨床工学技士 

 

（情報メディア学部の目的） 

第５条 情報メディア学部の目的は、次のとおりとする。 

多種多様なデジタルコンテンツの作成と情報通信技術（ICT）は、現代の重要なインフラである

ネットワークに必要とされる技術である。幅広い教養を備え、これらの技術を使いこなし主体

的に活躍出来るクリエイターやエンジニアの育成をするための教育・研究を推進する。 

 

学科については、次のとおりとする。 

学 科 名 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的 

情報メディア学科 ○学科の理念 

映像、アニメ、3DCG、グラフィック、感性、ウェブ、ネットワー

クなどの分野で、新しい時代の中核となる技術を学ぶ。これら

の技術を元に、デザインとテクノロジーを融合したビジネスや

デジタルコンテンツを創造し得る人材を育成する。 

○教育目標 

①ICT を積極的に活用し、デジタルコンテンツを制作できる人材

の育成 

②ひとつの専門技術を持ち、多くの周辺技術を理解できる人材の

育成 

③発想力・企画力・計画力・実行力・評価力を備える人材の育成 

④社会、文化、倫理的な側面を理解し、行動できる人材の育成 

⑤IoT(モノのインターネット)やゲームプログラミングの開発に

従事できる人材の育成 

⑥ウェブアプリケーションやモバイルシステムを開発できる人材

の育成 

⑦ネットワークの構築、運営、管理、セキュリティに代表される

インターネット基盤技術を修得した人材の育成 

 

（改 廃） 

第６条 この規程の改廃は、教育研究評議会の議を経て、学長が行う。 

 

 

附 則 

この規程は、平成２０年４月２５日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この規程は、平成２１年６月２６日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

 



附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成３０年９月２０日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

 

附 則 

１ この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 令和３年３月３１日に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和３年４月１日以降に在

学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道情報大学における教育研究上の目

的に関する規程にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

この規程は、令和５年２月６日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 

附 則 

１ この規程は、令和６年９月１８日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

２ 令和６年３月３１日に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和６年４月１日以降に在

学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道情報大学における教育研究上の目

的に関する規程にかかわらず、なお従前の例による。 

 

附 則 

１ この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 令和８年３月３１日に在学する者（以下「在学者」という。）及び令和８年４月１日以降に在

学者の属する年次に入学する者については、改正後の北海道情報大学奨学生規程等の一部を改

正する規程（北情報大規第 833 号）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 


